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障害児支援の見直しにl対する検討会鞘㍗書（案）についての古見  

叩J′一園大字 坂本d三十  

1 1．（2）1つL】の○ （l）10）   

地域【1、王女援協議会の活用（J′一ども部会の設置）等により関係者の連携を   

図っていく必安がある。  

J   

地域Irい‘／二支援協議会の活用（丁－ども部会の設帯）等により関係機関や関係  
者の連携システムを構築していく必要がある。   

（理由） 単に、連携を図っていくとするだけでは効果が期待しにくい。  

連携のシステムをつくっていく必要がある。  

2 4．（2）1つ［】の○ （Ⅰ）10）  

安保護児童対策地域協議会や特別支援教育のための協議会と連携を図っ  

ていくことも必要である。  

J   

特別支援教育のための協議会や要保護児童対策地域協議会と連携を図っ  

ていくことも必要である。  

（理由） 連携の頻度からすると順番を入れ替えた方が適切。  

3 7，（2）6つ目の○ （P21）  

との意見など、現行の枠組みを基本とすべきとの意見が多く  出された。   

7．（2）8つ臼の○ （I）21）  

基本的には、現行の枠組みをベースに、  

1  

措置と契約の二通りの利用形態がある現行の枠組み   

（理由）「現行の枠組み」が何を意味するのかわかりにくい。解釈の仕  

方が異なり、混乱を招くおそれがある。   

（力単に、措置と契約という2つの利用形態があるという意味か  

②措置と契約を並列的に捉え、二通りという意味か  

③措置と契約にウエイトの差をつけた意味（原則契約）か  

児童相談所の立場からは、児童相談所運営指針第4章にあるように、  

②と捉えることが適切と考えます。   



l；串ノ．室；：ソユニ支援〝）与⊥t卓二しiこ†業］する検討会幸抜乍子吉（案）ノ＼♂）意見  

2（）（）8．7．14  

甘木知的瞳古老福祉協会  

●f）6 （1）障害児の支援のあり方 第1（7）O  

「現在、就′手前げ）障害児については、障害児通園施設や明遍デイサービス′淳の障害児施策  

において支援が行われているとともに、保育所や幼稚園等の一般施策において障害児の受  

入れが行われている⊃ 特に障害児通園施設は専門的療育機能を、児壷デイサービスは地域  

に密着した療育機能を、それぞれ果たしている。」  

●P7（こう）障害児通㈲施設と児竜デイサービスの機能の充実 第3（ハO  

「去た、ニれらの障害児の適所施設については、障害の重複化に対応し、身近な地域で支  

援を受けられるょうにするために、障害稚別による区分をなくし、多様な障害のf一どもを  

′受け入れられるようにしていくノブ向で検討していくべきである。その際、現在、診療所と   

一体的に運営されているもの、診療所と併設されているが独立して連常されているもの、  

単独で運営されているものがあることを踏まえ、その在り方を検討していくことが必要と  

考えられる。」  

この後に第4（／）（二）を追加し、特に障害児通園施設に期待する機能と、デイサービスに   ・：・＿＿  

∴・」∴⊥㌧∴十∴・一   等． ．い ・・・・－ －・・ 一一 － 、  

●r）8（2）卒業後の就労・地域生活に向けた教育・福祉・就労施策の連携 第3の○（P  

9）  

「圭た、卒業後／＼のつなぎという点では、知的障害を伴わない発達障害者等の就労支援が  

必要との指摘や、親が元気なうちに親から独立した生活を目指していくべきという指摘、  

捏童養護施設等に入所している障害児についても退所彼の支援へのつなぎについての検討  

が必要との指摘があり、こうしたニー→ズに対しても適切に対応していくことが求められ  

る。」  

※ ニの後に節4の0を追加し、F土子隼期における挽からの自立体験のためのホーム（自☆  

体験ホニムLp必要性を明記する 

●P13（3）緯掛′】勺負担等 第1（7）O  

「障′酎lユのいる家族の経済的ヰⅧ1については、これまで支援サーービスの利用料の軽減等が  

図られているが、平成21年度以降も続けるょうにするなど、卜分な配慮が必要である。」  

※二れに対、ト「る意見として次の〔＿）を追加する。  

「児童権利条約第幻条は、障宮児が特別け嵐動こついての権利をイけ‾ること、そのための  

等の賢力  考慮して「i〕J能な限り無慣」でり一えられるものとすることを定め   盗勉週⊥メ  



義務教育と同様に無償とす  障害児の療育等に関する保護者の負担は、  二のため、   ているr  

るか、所得に応じた負担（応能負担⊥を基本とする。   

●P14けL！壷養護施設等との関係） 第」の〔〕  

「当面、障害児施設においては、虐待を受けたナどもへの対応など社会的養護の機能を充  

′実させていくとともに、児竜養護施設等において、障害児／＼の対ノノ亡二の機能を向上させてい  

くなど、それぞれの施設における機能を充実させ、それぞれの障害児が匿かれている状況  

を踏まえた適切な対応を図っていくことが必要と考えられるし また、健児童養  

護施設との間の措置変更が弾力的に可能となるよi適化するこ  

とも検討する  

●P18（4）障害児の入所施設における支援の在り方 第1のO  

「障害児の入所施．設について、家庭的な雰同気の中での支援が可能となるよう、小規模な  

単位での支援ができるような施設のあり方（小規模な施設、ユニットケアの推進など）に  

地域小規模  っいて検討が必要との意見があった。つ また、児童養護施策での取組も踏まえ、   

適量迦度」障害児のファミリーホビム制度や専門里親制度について検討すべきとの意見が  

あった。二うした古見を踏まえ、障＃児の入所施設における支援の在り方について検討を  

進めるべきと考えられる。」  

●P18（1）障害児施設についての実施主体 第3（r）O  

「他方、障害児施設は数が少なく広域調整が必要なことや、  入所の必要性などについて専  

児  特に小さな町村においては障害  門的な判断が必要なこと、   

こと等を踏まえると、都道府県の関㌧も必要と考えられる。」   

●P19（適所について） 第1のO  

「適所については、現／L 在宅の支援施策や児童デイサーMビスの実施主体は既に市町村と  

されており、障害児通園施設についても、′臭施主三体を市町村としていくノブ向で検討してい  

くことが考えられる（，この場合、障害児通園施設については約400と柑町村数よりも少  

なく、広域調整が必要となるため、都道府県による支援が必要である。特に町村について  

また、障害児通園  は、都道府県のバックアップ体制を構築することが必要と考えられる。｝   

施設の広域における機能を重視するため、実施巨体を都道府県とす透ぷ呪Aあり、両面か  

ら検討することが必要と考えられる  

●P19（入所について） 第6の○（1〕20）  

※「第三案とする場合には、その実施状況を踏まえて＼盟来也j三宝塵  i三体を「榊J‾村とする  

将来的に  というまとめには反対であり、削除を求める。   二とを検討していくことになる。」  

2   



小さな町村を実施主体とすること  は疑問である。  

●l〕20（2）措置と契約について 第2の⊂）  

「障害児入所施設瑳埠瞞への入所についても、  保護者による虐待や養育拒否の場合等は描  

置によるが、それ以外の場合にほ潔約によることとされている－J」  

※「利用」  は契約に対応する用語である。  「利用」と「措置  のl叶方に対応する用語として  

「入所」に変える  このような用語は、「契約」を止当化する   ための誘導である  

※この後に次の○を追加する。  

⊥岬反面、100％を契約とした  

児があるなど、措置とする条件の角綿嘩グレ  

クトによサ兄は児臣養護施設に措置入所したが、弟は親が契約に同意したことを理由に知  

亀華  章害児施設に 契約入所  とされたし．しかし親は定率利用料・‖用品費  ・小遣い・学校経費  

を未納しているという  もある等の報告が  された。ノ」  

●p20（2）措椚と契約について 第3のO  

「障害児施設への入所については、入所昭文だ決定が必要かどうかの判断を行い、措置か  

契約かを判断するということが必要になると考えられるt〕」  

「入所の支給決定」は「契約  ※   に対応する用語であり、削除する。  このような川語は、「契  

jE当化するための誘導である〔，   

●p20（2）措閏と契約について  

※抑こつし、ては、発言の趣旨が十分整理されておらず、中には通  

施設についての発∴もテ昆じっており  を／卜じる文章である。  この全てを削除し、本  

の検討をふま   えて、各委員の発言の論点を整理するべき   である。   

勲の意見は、郷条  

り措置要件を攻止して「父杜等の申し込みによる開始」や「父母等の利川選択】の契約的  

要素を加える。②知的障害児施設については、  児童福祉法第2条に基づき、前記27条修  

1日こよる措置とする。（3短期入所ほ契約を基本と  する。」（別紙「意見書」参照）  

また「親の利用料未納は親の   責任であり、子再女責任ではない 契約でよい」という委員  

発言に対しては、「ア もの現実の権利に立って考えるべき  である。契約なら施設は養育を  

拒否できることに   なる，」何「f－1詣求しても未払いであり  現実に親が養育放棄をしている状  

態に対して、行政責什とし  て措置すべき  である」  と底地  これについての反論があ  

ば、しっかりと討論「ナ   べきである  

●f）20（2）措閏と契約について 第8の○（P21）  

「障′吉児施設の人f輝）措置か契約かの判断については、以卜のような議論を踏まえて、児  

；う   



童権利条約等に基づく障害児の権利、社会福祉制度全体の改革の動向、利用者と事業者の  

㌧ 
対昔な関係づくり、などに十分配慮しつつ、悪才謹勺に浩莞吾ヴ〕害票皇プノをノー．7に∴史に検  

討していくことが必要である二」  

※ 知的障害児入所施設については、現イJ二の枠組みが障害児の権利を侵害している現実が  

あり、咽できない。  

※ 圭た障害児通園施設については、入所施設とは別に検討するべきである。これについ  

ての当協会の意見は別紙の通りである。  

●P20（2）措置と契約について  第8の0（P22）  

「現在、措置による場介と契約による場合との判断について、都道府県によって差が生じ  

ているとの指摘があるu このため、全凹自勺に適切な判断が行われるよう、判断が難しい事  

例等について調査を行った上二で、L記の様々な意見も踏まえ、判断基準を更に明確化して  

いく作業を進めていくことが必要である。その検討結果を某に、国において托絹引こよるべ  

き場合と契約によるべき場合についてのガイドラインを作成していくことが求められる。  

その際には、施設の利川が本人本位となっているかにも留意した検討が必要である。」  

※ この文章は、現行の枠組みを存続することを前提としているので、上記の趣旨により  

削除するか、または「軒論併記とすることをを求める 

※ 利川音負担と事業経費についても、検討すべきである。私の意見は別紙のとおりであ  

※ その他  

別紙「障告児支援の見L自二しに関する検．㌻、†会／＼の意見要点」  に上り説明する。  

rl   



障＃児支蘭の見直しに関する検討会への意見要点  

2（）08．7．14  

11本宣‖的降雪者福祉協会  

●障′吉児支援施策を児童福祉法に 一元化する  

○障′．早甘施策ほ全て、障害者自立支援法から削除Lて、児童の養育と発達を支援する施策  

の申にイー‘／二置づけ、児童権祉法に一本化する〈  

し）その際、短期入所・屈宅介護・デイサービス・口■†トー時支援等についても、児童福祉法  

に一フ亡化する。  

0児童福祉ぬ第別条第2碩以後については、削除‾ごはなく修1j二する（前回提川意見書を訂  

正する）。  

し）けlの障害児施策の担当を、社会援護局から児童家庭局に移すニ  

＝特別支緩ヤ校の寄宿今については、その現状と課題について、入所施設との関係を含め、  

検討〃）機会を別に設けるべきである。  

●入所施設の援護の実施方法  

0県童板祉法第27条は、措置の開始を「安保護児竜を発見した者に上る通告による開始」  

（第25条）としているが、新たに「父け等の申し込みによる開始」や、「父け等による利  

用選択」を加える‖ 二れを「契約的措置」と仮称する。  

○入所施設を福祉型と医療型に分け、福祉型については、契約的措置とする。医療型につ  

いては、当協会としての見解を控える。  

（）短期入所については、従来通り其本を契約とし、必要に応じて措置が実施できるように  

する〔，  

【理由】  

仲家族と共に暮らすことがナどもの権利であり原則である。それができない入所について  

は、児童福祉法第2条「国及び地力▲公共団体は、リユ童の保護者とともに、児童を心身とも  

に健やかに育成する首任を負う」に基づく行政責任であるため、措置とするり  

② 一ノノ父付の意想や施設選択を尊重する事も重要であり、児童権利条約第2：i条は、障害児  

が特別の養護についての権利をイj‾すること、そのための援助は父母の「申し込み」に応じ  

て与えられることを定めているり このため、児童福祉法第27条を「契約的措置」に改正す  

る。  

③児童権利条約第2：i条は、父杜の負担を無償または所彿こ応じた負担としており、契約制  

度による定率負抑はこれに反する。  

④ 一般県施策である児隠養護施設は措置であり、父付の負担は応能負担である。  

⑤児童福祉法第27条を改」Eする「契約的措置」は、保台所が現在同様∽戌髄方法をとって  
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おり、法的に可能である 

五現在凍刷」瞳喜捏施ぶで発生している父侍の利用料未納は、定率負担が不可能である実態  

をホLている（二 二れを「父付の責任であり行政寅任ではない」とする意見が出されている  

が、≠Jし施設が契約解除すれば当該児童は路頭に迷うこととなる二 児童福祉法第2条によ  

り、行政責任に基づいて措置（契約的措置）とし、父ロの負担は応能負担とすべきである。  

あく圭でも児壷の権利を基本においた議論を望む．二  

（〇父「こ〕二が定率負抑にJ一ここじるか否かにより契約と措置に分けることは、実際L二できない．。従  

って、知的障書児施ぷ（福祉型入所施設）においては、短期入所以外はすべて契約的措置  

とする。  

●通園施設・デイサービス等の援護の実施方法  

0 一般児の保育園については、父母の申し込みによる行政との契約、父付による事業所選  

択、行政に上る事業者への措置委託というイ呆育所ノブ式がとらカ1ノている。ニの方式は、上記  

「契約的措置」と同じ内容であり、父母の事業所選択と子j一政の責任を両）一上させている。〕  

○障害児の通園施設・デイサーービス・学童期デイサービス等の適所系事業については、  

般児と「■i］様に保育所方式とする。  

●居宅支援関係の援護の実施方法  

〔〕居宅介護の実施力▲法は、契約とする－。  

○短期入所については、基本を契約とし、必要に応じて措置が実施できるようにする。  

●援護の実施主体  

○入所施設の実施i三体は、都道府県とする。  

【理由】①一般児施策である児童養護施設は都道府県である。，②町村を実施主体とするこ  

とは、専門性の点から無．埋である。  

○通園施設の実右転i三体は、都道府県とする。  

【J理由】通捧】施設の卓二業は第二次発達支援圏域（障害保健福祉圏域）を対象とrrる実態が  

あり、またそれが重要な役割であるため、都道府県による利用調整が不可欠である。  

○デイサービス・居宅介護等の実施主体は市町村とする。ただし、小さな町村については、  

都道府県が代行する等の支援策が不可欠である。  

●利用者負担と事業経費  

○児童権利条約第23条により、利用者負担は応能負担とすべきであって、定率負担は同  

条約に反する。  

〔〕入所施設については、契約的措置（福祉彗■り・契約（医療型の－一部）にかかわらず、事業  

経費の利川端▲負すlけ主応能負担とする。行政負担は月額制とする 
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（′J通園施設・児童デイサービス・′羊童期デイサーービスについては、利川音負担は正二碓負担  

としノ、利川計l軒に応じたr】柑制とする：子J二政負担に／ついては、さii業所の基礎経費はノ］額制  

卜し、他は利川計l軒に応じた目棚制はする  

0居ノ主介護・短期入所等については、従来通り口和制とする「ただし利用者負担は応能負  

担とする  

●地域療育についての計画及び調整会議と相談事業  

し〕都道府県・圏域における児象相談所の障害児榛育相談機能を強化するとともに、設置筒  

所をふやす〔  

0市町村における障子iニリ己〃）療育相談を児童福祉法に位置づける。  
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重層的障害児支援構想図  
（財）日本知的障害者福祉協会  
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2008．7．1ヰ．  

『障′吉児支援のj山F当二し検．‡、†三ミ』に向けて  

（肘）【‡本加的障＃者福祉協会   

乳幼児期の戸どヰ〕迂の発達を支援できる施設やゃ業げ）絶対数が不足していろ現状に対に  

するノノ▲策を考える申で、地域偏重、障書の多様化・重複化を認識しています「私共は、ど  

のような障害の児童をも受け入れられるように、既存の通園施設や明遍デイサービスの重  

層的な整備と併行して、様々な専門的療育を疋こく、等しく活用Lてもらえる為の都道府県  

圏域や障害保健福祉圏域の果たす役割を明確にするために、以卜の事項を提案し圭す。  

仁 乳幼児期における車層的嫉百システムについて  

（1）第3次発達支援圏域  

位置／うけ：都道府県圏域における拠点施設として、圏域内に1～2ケ所。  

【発達総合支援センター】  

実施i三体：都道府県  

最低英準：施設種別の最低基咋を満たすこと．  

職員配置及び職種：配置は発達支援センターと同様とし、職種は、新たに医師。  

支援事業：（1）医療支援、（2）療育事業、（ニう）家族支援、（4）地域支援  

支援内容：ほぼ第2次発達支援センターと同様． 

付帯機能：①養成校との協ノい連携  

②人材育成  

（2）第2次発達支援圏域  

位置づけ：隋′＃保健福祉圏域における拠点施設として、同域内にl～2ケ所。   

【発達支援センター 
】  

実施主体：都道府県  

最低基準：施設種別の施設最低基準を満たすこと。  

指導室（l人2．47l′＃で10名程度）遊戯室（1人1．65rTf）、局外遊戯場、  

医務室、静養室、相談室、調理室、浴室・シャワー室、便所、  

職員配置及び職樺：十歳末描：乳幼県2裾こ対して職員1老－、  

4歳以上：幼児3名に対して職員l名  

：①保育f∴②児童指導員、③心理士（臨床心理上）、④発達支援C。  

⑤作業療法土・理学療法t・言語聴覚十の内2名以仁、⑥栄養士 

⑦看護師或いは保健師、⑧運転手、⑨調理員、⑲事務員  

支援事業＝（1）療育支援（2）家族支援（3）地域支援（4）医療支援  

支援内容：療育計附こ基づき、継続的な療育及び幼児として必要な【J常生活経験の  

療育支援等が確保される事業内容とする共に、個別療育紬Ihr（アセスメン  

ト→佃別プログラム作成→ケア計剛乍成→」卜一ゼス調整→各支援  

実施）を作成する。  

ア   



《支ほシステム）  

アセスメント →個別プログラム計画→ ケア計「叶作成→サービス調整  

［担1主与：心理上］  ［担当：発達支援Co］  

→ 各支援実施  

［細、lう：保育上等］  

療育形態：集団療育及び個別療育  

＞：く療育支援：①クラス療育 ②グループ療育 ③個別療育  

＞：く家族支援：①Jこい7一通園 ②持親学級 ③兄弟姉妹サークル  

＊地域支援：①訪問療育 ②外来療育 ③施設支援  

具休的内容：  

（l）療育支援  

ア）クラス療育ニ10数名の単憎クラス構成に上る課題療育  

イ）グループ療育：少人数による課題療育  

り）個別療育：保護者／本児／支援者の3者・による課題療育  

エ）家族支援  

（2）送迎サーービス   

（3）食事提供   

（4）地域支援 上記の支援内容と平行して行う。  

対象児童：①児童相談所等が療育手帳交付対象の乳幼児、受給者証交付の乳幼児  

②グレーゾン児、リスク児等の乳幼児  

（身地域支援は、学童も含む  

付帯機能：①養成校との協ノノ・連携  

②人材育成  

（3）第1次発達支援圏域  

付二置づけ：榊汀村圏域における支援センターとして、イ立置づける。  

【児童ティサー→ビス療育型】は、療育計巨叫こ基づき、必要な療育を提供する。  

実施iニイ本：市町村  

最低基牒：指導訓練室（必要な機械器具等を備えたもの）、  

サーービス提供に必、要な設備、帖L‰  

支援事業：（1）療育支援 
（2）家族支援（3）／・育て支援（就労支援）  

職員配置：現行通り   

療育内容∵個別支援計画を作成し、短時間の療育支援或いはスポット療育（専科  

始育）を行う「）  

《支援システム》  

個別丈緩計何作成  → → サー→ビス実施  

［二叫、さ1ニサービス管理者］   し担当：保育上等］   

療育形態：小集川療育及び個別療育 或いはスポット療育  

具体的内容：例えば、事業‖寺間を①塘台1（ウ：（）0～11イ）0）②療育2（13：00～15：（）（））  

③療育3（15＝30～17‥30）に区分することも‖J能。  
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対象県童∴名市町村が療育支援の必要と．‡嘗めた乳幼児かヰ′トナ′′11圭で  

【発達・糠古支援事業】は、′学齢期の支援策として、「学童保育」、「児童デイサー  

ビスn型」等を包含Lた事業を行う   

′夫施＝主三休：市町村   

支援事業二（1）療育支援（2）′家族支援   

支援内容：児童デイサ←ビス療百彗県二準「ドる   

対象児蔓：各【い町村が必要と認めた児童  

り）［r一存て支援・生活支援事業（卜†中一時支援）］は、  

保護者の都合により、一時的な見守りの必要な障※のある小中高生の放課後等  

の活動の場の確保及び保護者の就労支援やレスバイトを‖的とし、デイ事業所  

や空き数寄を利用し、必要な活動の場の確保や障害慣ある小中高生の預かり等  

のサービスを行う。   

実施主体：「榊J▲村   

最低基準：必要な活動が提供できる場   

事業内容：＝申預かり、障害児タイムケア事業、家族のレスバイトなどのサービス  

を実施   

具体的内容：①ヰ時間未満  ②4時間以卜   

対象児童：各市町村が必要と認めた障害児  

／／   



2．知的障害児施設の利用実態と今後の方向性  

今後の知的障害児施設  

乳
 
幼
 
児
 
期
 
 

現行の知的障害児施設  

○新規入所年齢構成  

就学前10％  

小学生 30％  

中学生 30％  

高校  30％  

入所率10～15％  

○在籍年齢構成  

6歳以下 3％  

小学生 17％  

中学  18％  

高校   26％  

18歳以上 38％  

（適齢児率40～50％）  

○重複障害  

学
齢
期
 
 
 

専門里親委託  

障害児ファミリーネーム  

害  9．1％  
地域療育支援センター  

2ご1％   

1．4％   

5．4うる   

25％   

26％  

学齢期発達一療育支援事業  

延長規定は満18歳基本と  

して20歳  

経過措置 満20歳～23歳  成
人
「
期
 
 

児・者併設型施設へ  

の転換   
父子世帯 14％  

その他  9％  

0退所率10～15％  
家庭復帰  

児童期 20％  

成人期12％  

児童・家庭支援に特化する ・地域移行の促進   

重複障害児の受入促進  小規模化・地域密着化の推進   

地域の療育資源として機能整備  

⇒ 「知的障害児施設」から「児童発達支援施設」への転換へ   
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障害児施設 入所型施設  

児童養護施設等  

児童福祉法  

「二子  
都漬府県 
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